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北秋田市財政課地籍調査室 



業務仕様書 

 

（地籍図原図作成　ＦⅡ-２工程） 

（地籍図複図作成　Ｈ工程） 

 

 

（総則） 

第１条　本業務の実施については、昭和３２年総理府令第７１号地籍調査作業規程準則

（令和６年６月２８日国土交通省令第７３号改正）に定めるもののほかは、この仕様書

に定めるところによるものとする。 

　（実施計画） 

第２条　受託者（以下「乙」という。）は、本業務着手前に工程別実施計画表を作成し、

委託者（以下「甲」という。）に提出し、承諾を得るものとする。 

　（実施者） 

第３条　乙は、本業務着手前に現地作業従事者名簿を作成し、甲に提出するものとする。 

　なお、作業途上において入れ替えがあった場合は、その都度報告するものとする。 

　（縮尺、精度区分） 

第４条　本業務の縮尺、精度区分は設計書のとおりとする。 

　（成果品の提出） 

第５条　成果品の作成にあたっては、甲の指示に従い承認を得て行うものとする。 

２　本業務において提出する成果品は、別表によるものとする。 

　（業務の完了） 

第６条　本業務は、所定の成果品を提出し、成果品の検査に合格した時をもって完了した

ものとする。 

２　本仕様書に疑義を生じた場合には、甲乙協議して行うものとする。 

３　業務完了後、第１項の検査に合格し完了を認められる場合であっても、過ちが発見さ

れた場合には、甲乙協議し再測量及び修正するものとする。 

（成果品の提出） 

第７条　本業務において提出する成果品は別表成果品目録によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

 

成果品目 

 

 

 

（ＦⅡ-２工程） 

（Ｈ工程） 

 

１　筆界点番号図　一式 

２　地籍図一覧図　一式 

３　地籍図原図　一式 

４　地籍図複図　一式 

５　地籍明細図（必要な場合） 

６　その他準則及び運用基準により必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務仕様書 

 

（地積測定　Ｇ工程） 

 

 

（総則） 

第１条　本業務の実施については、昭和３２年総理府令第７１号地籍調査作業規程準則

（令和６年６月２８日国土交通省令第７３号改正）に定めるもののほかは、この仕様書

に定めるところによるものとする。 

　（実施計画） 

第２条　受託者（以下「乙」という。）は、本業務着手前に工程別実施計画表を作成し、

委託者（以下「甲」という。）に提出し、承諾を得るものとする。 

　（実施者） 

第３条　乙は、本業務着手前に現地作業従事者名簿を作成し、甲に提出するものとする。 

　なお、作業途上において入れ替えがあった場合は、その都度報告するものとする。 

　（縮尺、精度区分） 

第４条　本業務の縮尺、精度区分は設計書のとおりとする。 

　（地積測定に用いる機材） 

第５条　地積測定に用いる機材は、地籍調査作業規程運用基準第１８条に定める性能又は

規格を有するものでなければならない。 

　（地積測定の方法） 

第６条　地積測定の方法は、Ｆ工程のデータによるものとする。 

　（成果品の提出） 

第７条　本業務において提出する成果品は別表成果品目録によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

 

成果品目 

 

 

 

（Ｇ工程） 

 

１　地積測定観測計算諸簿　一式 

２　地積測定成果簿　一式 

３　筆界点座標値等の電磁的記録　一式 

４　地積測定精度管理表　一式 

５　地積測定集計表　一式 

６　その他準則及び運用基準により必要なもの


